
生活保護法による葬祭扶助の概念図

　　・棺、ローソク、線香、抹香等葬祭を行う上で最低限必要なもの
　　・収骨容器代
　　・霊柩車代
　　・文書料
　　・火葬費用
　　・死亡診断、死体検案に要する費用
　　・運搬費用
葬祭扶助基準額　２１９，０００円以内（１級地　大人　令和７年度基準額）









火葬費用
６００円

（※１）
死亡診断・死体検案に要する費用
５，３５０円
（※２）

運搬費用
１９，２２０円

（※３　基準額を超える場合
　９，２４０円を限度に加算）




加　算

葬祭を行う扶養義務者がいない
場合の葬祭　１，０００円加算
（死亡者が被保護者の場合のみ）

　死体を保存するための特別な費用
（ドライアイスなどの最低限度の実費）




※１　葬祭に要する費用の額が葬祭扶助基準額を超える場合であって、火葬料が６００円を超えるときは、当該超える額を加算
※２　葬祭に要する費用の額が葬祭扶助基準額を超える場合であって、死亡診断又は死体検案に要する費用が５，３５０円を超える場合は、当該超える額を加算
※３　葬祭に要する費用の額が葬祭扶助基準額を超える場合であって、死体の運搬に要する費用の額が１９，２２０円を超える場合は、当該超える額について９，２４０円を限度に加算

（注）
１　死亡届の提出手数料は、葬祭扶助基準額に含まれます。

２　火葬場での遺体安置料は、死体の保存に必要な費用の中に含まれます。

３　遺体保存袋は、死体の破損が激しい場合などで、死体の保存に必要な時は死体の保存に必要な費用に含まれます。

４　基準改定等により基準額等が変更になる場合はお知らせします。

５　死亡者が小人（１２歳未満）の場合は、１級地の場合の基準額が１７５，２００円です。また、火葬費用が５００円を超えるときは、当該超える額を加算します。
